
 

個人情報ファイル簿（個票） 

作成：令和６年４月１日時点 
 

個人情報ファイルの名称 ふるさと納税寄附者一覧

 
実施機関の名称 十和田市

 
個人情報ファイルを利用する

事務の主管課等の名称
農林商工部とわだ産品販売戦略課

 
個人情報ファイルの利用目的

ふるさと納税における寄附者一覧の作成、寄附金収納業務、寄附金受領証明書の

発行等に利用する。

 

記録項目

１寄附受付番号、２自治体 ID、３会員 ID、４氏名、５氏名（かな）、６電話番号、

７郵便番号、８都道府県、９住所、10 氏名公開可否、11 SBPS トランザクション

ID、12 SBPS トラッキング ID、13 寄附ステータス、14 調定ステータス、15 業

務ステータス、16 納税受付日、17 納税確定日、18 入金日、19 寄附金額、20 寄

附の使い道、21 お支払い方法、22 キャンペーンコード、23 備考、24 作成日時、

25 更新日時、26 削除フラグ、27 サービス区分、28 アンケート質問、29 アン

ケート回答、30 ワンストップ利用希望者、31 他サイト申込番号、32 性別、33 

生年月日、34 お礼の品配送日、35 お礼の品配送時間、36 認定番号付き申込番

号、37 連携先サイト名、38 申込日時、39 決済ステータス、40 メールアドレス、

41 寄附金受領証明書など書類のお届け先・氏名、42 寄附金受領証明書など書類

のお届け先・氏名(かな)、43 寄附金受領証明書など書類のお届け先・郵便番号、

44 寄附金受領証明書など書類のお届け先・住所、45 寄附金受領証明書など書類

のお届け先・都道府県、46 寄附金受領証明書など書類のお届け先・電話番号、

47 オプトイン、48 応援メッセージ、49 カタログの送付、50 応援メッセージ掲

載可否、51 代理納付先自治体、52 管理コード、53 お礼の品名、54 お礼の品個

数、55 のし有無、56 お礼の品別送先・氏名、57 お礼の品別送先・氏名(かな)、

58 お礼の品別送先・郵便番号、59 お礼の品別送先・都道府県、60 お礼の品別送

先・住所、61 お礼の品別送先・電話番号、62 カードブランド、63 申請 ID、64 

Yahoo 公金支払番号、65 確定申告方法チャート診断結果、66 申請破棄情報 

 
記録範囲 ふるさと納税寄附を行った者（平成 28 年度以降）約 35,000 人

 
記録情報の収集方法 ふるさと納税募集サイトでの寄附受付または、申請書の提出

 
要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
含まない

 
記録情報の経常的提供先 無し



 
開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名 称）十和田市農林商工部とわだ産品販売戦略課販売戦略係

 
（所在地）青森県十和田市西十二番町６－１

 
訂正及び利用停止に関する他

の法律等による特別の手続等
無し

 

個人情報ファイルの種別

☑電算処理ファイル 
（法第 60 条第 2 項第１号）

ファイルの内容を記載した帳票等の有無 
（政令第 21 条第 7項） 

☑有 　□無

 
□マニュアル処理ファイル 
（法第 60 条第 2 項第２号）

 

備 考

無し

 



 

個人情報ファイル簿（個票） 

作成：令和６年４月１日時点 
 

個人情報ファイルの名称 寄附金税額控除に係る申告特例制度申請一覧

 
実施機関の名称 十和田市

 
個人情報ファイルを利用する

事務の主管課等の名称
農林商工部とわだ産品販売戦略課

 
個人情報ファイルの利用目的 寄附金税額控除に係る受付通知の発行、各自治体へのデータ送信等に利用する

 
記録項目

１受理日、２入金日、３寄附金額、４氏名、５フリガナ、６性別、７生年月日、

８郵便番号、９寄附者住所、10 電話番号、11 個人番号

 
記録範囲

寄附金税額控除に係る申告特例制度申請を行ったもの（平成 28 年度以降） 

約 5,600 人　

 
記録情報の収集方法 本人からの申請書又は電子的方法による申請提出

 
要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
含まない

 
記録情報の経常的提供先 申請者が住民登録している各自治体

 
開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名 称）十和田市農林商工部とわだ産品販売戦略課販売戦略係

 
（所在地）青森県十和田市西十二番町６－１

 
訂正及び利用停止に関する他

の法律等による特別の手続等
無し

 

個人情報ファイルの種別

☑電算処理ファイル 
（法第 60 条第 2 項第１号）

ファイルの内容を記載した帳票等の有無 
（政令第 21 条第 7項） 

☑有 　□無

 
□マニュアル処理ファイル 
（法第 60 条第 2 項第２号）

 

備 考

無し


